
共同親権運動ネットワーク　2012年11月

家裁名 支部名 回答への対応
（１）待合室の本棚やパンフレットス
タンドに面会交流についての本や
リーフレットはありますか？

（２）（１）で「ある」と答えた方へ。そ
れはどのようなものですか？

（３）待合室に子どもが過ごす場所
や遊具・絵本はありますか？

（４）調停時に調停委員や調査官が
面会交流の意義や目安について当
事者双方に説明をしますか？

（５）調停時に面会交流に関するビ
デオ／ＤＶＤの視聴を当事者双方に
しますか？

（６）児童室（プレイルーム）はありま
すか？

（７）民法７６６条改正に伴う職員研
修をしましたか？

（８）民法７６６条を周知するための
新しい取り組みをしている場合は教
えてください。

1 札幌 任意 ある 裁判所発行のリーフレット等 児童観察室（プレイルームにある）

全員にする（まずは「子どもの最善
の利益」を念頭において、面会交流
の大切さを説明し、その方向に促す
ようにする」

必要があればする ある した

2 函館
3 旭川
4 釧路

帯広 任意 ある

家庭問題情報センター「養育費・面
会交流」「面会交流」（受付前のホー
ルに）、申立人待合室に「おうちが
ふたつ」「恐竜の離婚」「パパはジョ
ニーっていうんだ」「ココ、きみのせ
いじゃない」。相手方待合室に「パ
パはジョニーっていうんだ」「ココ、き
みのせいじゃない」

絵本あり。ほかにベビーベッド

ない。「民法が改正される前から家
裁の面会交流に対する考え方は子
供の福祉第一で、先行して家裁が
行っていた後で民法に面会交流が
明記された。民法改正後も家裁の
考え方は一切変わらない。面会交
流は監護親の同意が必然」

必要があればする。「面会交流の意
義をわかっていて、会わせたくない
と言っているような人に見せると、
気分を害するので見せない」

ある
「法改正が有ったのだから行ってい
るはずだと思う」

しない

5 仙台
6 福島

7 山形
任意。「法律が変わっても、特に何
か変わるものではない」と発言。

ない ない（絵本はある） 必要があればする 必要があればする ある 検討中 未回答

米沢 任意 ある 「ココ、きみのせいじゃない」 ない 必要があればする 必要があればする ない 検討中 未回答

8 盛岡
9 秋田
10 青森

11 東京
一度回答拒否、後総務課から電話

回答
家事手続案内にある 裁判所発行のリーフレット ない 必要があればする 必要があればする ある

一般に法改正時、内容趣旨につい
て周知する。必要に応じて研修や
ミーティングをする。

裁判所発行のリーフレットに法改正
と明文化が明示された

立川

窓口でアンケートを引き取り「組織と
して対応する」と言って返答なし。
「利用者に説明しない法的根拠は」
と問うと、「回答しなければいけない
法的根拠は」と回答（庶務課長福本
さん）。その後約１月後に庶務課か
ら「利用案内の範囲で」電話回答。
調査は実地調査も含む

ない（棚もない）。１階の総合案内に
面会交流のしおりあり

ない（授乳室あり） 一概に答えられない 一概に答えられない ある
法改正の場合、必要に応じて研修
を行う

裁判所のリーフレットに法改正のこ
とについて触れてある

12 横浜

13 さいたま
電話口で回答拒否、理由も示さず
（総務課荒川さん）

14 千葉 任意 ある（家事事件手続案内前）
手続案内に裁判所発行のリーフ
レット、ＦＰＩＣのリーフレット、待合室
に「ココ、きみのせいじゃない」

ある（床に仕切りあり） 全員にする 必要があればする ある した

15 水戸
16 宇都宮
17 前橋
18 静岡
19 甲府
20 長野

松本 任意 ない ない 必要があればする 必要があればする
専用の部屋はなく、裁判官の要請
に応じてつくる

「答える必要がない」→「利用案内
の範疇ではないので答えられない」

21 新潟
22 名古屋
23 津
24 岐阜
25 福井

26 金沢 任意 ある 裁判所発行のリーフレット ない 必要があればする しない ない しない

27 富山 任意 ない ない 必要があればする しない ない しない

28 大阪
質問者が総務課職員５～６人に取
り囲まれ回答を拒否

29 京都
30 神戸

尼崎
窓口で「本庁でお願いします」と回
答せず

31 奈良
32 大津
33 和歌山
34 広島
35 山口
36 岡山

37 鳥取 任意 ある
各家裁独自のリーフレット（申立人
と相手方で内容に違い有り）

ない 必要があればする 必要があればする ある した

38 松江
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39 高松
40 徳島
41 高知
42 松山

43 福岡 任意（電話回答） ある ない（ロビーにあり）
ロビーで家裁の手続等の他のビデ
オといっしょに流している

ない（子どもは親の隣に座っても
らっている）

した （７）の研修をした

44 佐賀
45 長崎

46 大分 任意 ある
裁判所発行のリーフレットと大分家

裁独自のリーフレット
ない 未回答

オープンな待合スペースでビデオが
常時流れている

ある 未回答 未回答

47 熊本
48 鹿児島

49 宮崎

書面提出を求められ（おやかわ氏）
たため質問用紙を手渡し、その後
10日間ほど放置。電話回答で「内規
で質問には答えられない」（総務課
田中氏）と回答

50 那覇
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